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下記によリー般競争入札を実施するので、

(1)品名 (件名 )

(2)履行期間

(3)履行場所

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

」ニ
ロ

「入札及び契約心得」を熟知の上参加 されたい。

記

ライフプラン教育部外委託外1件

契約締結 日～令和7年3月 31日

航空自衛隊三沢基地及び各対象者

1競

付

に
　
項

札

事

入
　
る

争

す

2入  本L 日

3入  本L 場

4参  カロ 資

時  令和6年4月 25日   (木)13時30分

所  航空自衛隊三沢基地 (合同庁舎 1階会計隊入札室)

格  (1)予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。

5入  札

(2)防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以
上に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者。

(3)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」に基づく指名停上の措置を受けている期間中の

者でないこと。

(4)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の
ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に
は、この限りではない。

■―
ノフ 法 落札判定にあたつては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする

ので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者で
あるかを問わず、消費税及び地方消費税込みの金額を入札書に記載するこ
と。

証   金  入札保証金及び契約保証金 免除

の 無 効  4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、
無効とする。

6保

7入 札

を
所

項
場
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．
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示

ｎ

）

8契約書等作成の有無

9契 約 の 方 法

11郵 便 入 札 の 許 否

12そ   の   他

有

単価契約 (総額決定)

航空自衛隊三沢基地第 3航空団会計隊事務室

航空自衛隊三沢基地ホームページ

許可 ※ 事前に申し出ること。

(1)入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないとき

は、入札保証金相当額を徴収する。

(2)入札の参加を希望するものは、入札 日までに、入札書及び上記の参加

資格の写しを契約担当官まで提出すること。

(3)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

TEL(0176)53-4121(内線 :3287・ 3671)

FAX(0176)53-5464      担当 :小澤
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種 類

内容による分類 役 務 仕 様 書

性質による分類 個 別 仕 様 書

品 名

又は

件 名

ライフプラン教育部外委託

仕 様 書 番 号

三基 LPS― X00023-3

承 認 平成 20年  7月 16日

作 成 平成 20年 7月 16日

改 正
平成 22年  7月  6日
令和 6年 4月 10日

作成部

隊等名

北部航空方面隊司令部

総務部援護業務課

1.総則

本仕様書は,三沢基地担当地区 (青森,岩手及び秋田県)に所在する任期制士に対し実

施するライフプラン集合訓練に係わる部外委託教育について適用する。―

委託教育に関する要求

1 教育目的

ライフプラン集合訓練の委託教育は,任期制士に対し継続任用、昇任及び任期満了

等退職後に備えて,早期から隊員個人の希望及び家庭環境等を認識させるとともに,

在職中あるいは退職後の人生設計を中心とした将来構想を描き,その実現に向けて自

ら取り組むべき課題等を明確にして目標を設定し,今後,隊員個人が自分に最も適し

た進路を早期に見極められるための教育を目的とする。

2 :教育のねらい

(1)個人の希望と家庭環境等の認識

(2)退職後の人生設計を中心とした将来構想の保持

(3)自 らの目標に対する現実的な取り組みへの動機付け

(4)適切,確実な就職援護活動 (就職希望の明確化,活動期間の確保)

3 教育対象,実施時期及び受講者数 (基準)

教育対象,実施時期及び受講者数は別紙第 1のとおり。

なお,ヨ (以下「援護業務課長」という。)

は,実施時期及び受講者数の変更がある場合は,変更の対象となる教育実施日の 2週

間前までに契約相手方へ変更内容を通知する (様式任意)と ともに,その写しを契約

担当官へ送付する。

4 教育時間等 (基準)

(1)教育時間 :別紙第 2の とおり。

(2)実施期間における講師は,最低 1名 とする。

5 教育の構成 (基準)

(1)講師による講義

(2)個人研究

(3)グループ討議
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2.6 教育の内容 (基準)

(1)オ リエンテーション

近年の労働市場 (特に20歳代半ばから30歳代前半の年齢層)状況 (雇用,

賃金,環境等)を中心に,任期制士の航空自衛隊における位置付けの理解に基づ

く導入教育

(2)環境変化の認識

一般的な社会情勢を主体として, 航空自衛隊の任期制士のキャリア形成の理

解に基づき,将来の在職,退職にかかわらず以下の項目について理解させる。

ア キャリアデザインの必要性

イ キャリア開発とその考え方

(3)自 己分析

航空自衛隊の任期制士の職場環境及び自衛隊員の職務の理解に基づき,以下の

項目について認識させる。

ア 自立度チェック,人生満足度

イ 価値観・仕事観の探求

(4)ライフプランとその考え方

航空自衛隊員 (任期制の将来予測)と 一般社会人 (民間企業の同年代の将来予

測)と の比較又は対比により,現在からのライフプランについて理解させる。

(5)キ ャリアプラン実現のプロセス

(4)項の内容を発展させた理解及び認識をさせる。ライフプランの作成,ビジ

ョンの明確化 (将来の在職,退職の利,不利点を理解,認識させる。)

(6)将来展望の明確化・まとめ

自らの将来展望と将来設計の重要性について明確化を図る。

2.7 講師の資格

(1)キ ャリアカウンセリング, ファイナンシャルプラニング又は同等の資格いず

れか 1つを保有していること。

(2)現状の雇用環境及び労働行政について熟知しているとともに,将来の動向につ

いても識見を有していること。

(3)一般的な資産運用について熟知していること。

(4)人生設計及び職業生活設計に関して,講師として教育を実施した経歴を有する

こと。

2.8 講師の数及び職務経歴証明

契約相手方は,別紙第 1に示す講師数を準備するとともに各講師の資格及び職務経

歴を証明できる書類を監督官に提出し,事前に承認を受けるものとする。

2.9 教程及び教育用資料等

契約相手方は,教育の構成及び内容に基づき,教程及び教育用資料等を準備し,教
育の開始までに監督官の確認を受けるものとする。

2.10 教育計画書

契約相手方は,別紙第 3の教育計画に基づき,細部教育計画書を作成し,監督官の

承認を得るものとする。

細部教育計画書の内容は,次のとおり。

(1)細部教育項目等 (項 目及び内容)

(2)時間配分

(3)教程及び教育資料等



2.11 教育内容の改善

契約相手方は, 教育内容について改善等の指示があった場合は, 速やかに処置を

実施し監督官の承認を得るものとする。

3 その他の指示

3.1 個人情報の取扱

契約相手方は, 各受講者の個人情報について, 各講座の学習指導及び教材の送付

等のライフプラン集合訓練の実施に関する目的以外に使用しないものとする。

3.2 官側における支援

契約相手方は,教育の実施に際して官側と調整し,可能な範囲で、次の事項につい

て便宜供与を受けることができる。

(1)教育場所の供与

(2)教育に必要な器材等の使用及び関連消耗品等の供与

(3)教育に必要な情報の提供

(4)その他監督官が必要と認めた事項

3.3 施設等への立入

契約相手方は,講師の氏名,生年月日,現住所,電話番号等を,事前に援護業務課

長に通知するものとする。

3.4 疑義を生じた場合の処置

双方協議を実施し,解決するものとする。
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教育対象、実施時期及び参加者数

教育対象 実施時期 (基準) 受講者数

任期制士 6.   6. 11 (火 )～ 6.   6. 12 (水 )

30

(予定 )

任期制士 6.   7.   2 (火)～ 6.   7.   3 (水 )

30

(予定)

任期制士 6.   8.   6 (火)～ 6.   8.   7 (水 )

30

(予定)

注 :講師人数は,最低 1名以上とする (講師が急病等の理由により,教育が実施不能になら

らないよう,予備講師を準備するものとする。)



別紙第 2

教 育 時 間

第 1日 目

0800

第 2日 目

0800

0900    1000   1100   1200    1300    1400    1500   1600    1700

0900    1000   1100   1200    1300    1400    1500   1600    1700

3.OH
昼

食
4_OH

昼

食

3.5H 1.5H

注 1:太線は,部外講師による訓練時間を示す (合計 12時間)。

注2:休憩については, 50分の講義につき10分を基準に設定するものとする。

注3:教育開始時間等の細部については,実施場所において監督官と事前に調整するものと

する。



別紙第 3

教 育 計 画

項 目 教育内容 (基準) 到達 目標

tt->7tY=Y 教育のねらいと背景
本訓練の目的を理解 させ, 動機

付けを図る。

一般的な社会情勢の環境変化を

主体とし,キャリアデザインの

必要性及びキャリア開発とその

考え方について理解させる。

自立度をチェックし, 人生満足

度について理解させ,価値観・仕

事観を探求させる。

環境変化の認識
1キャリアデザインの必要性

2キャリア開発とその考え方

自己分析
1 自己理解

2価値観・仕事観の探求

ライフプランとその

考え方

1 自己のライフプラン

2生活設計の考え方

自己キャリアの明確化

一般社会人との比較又は対比に

より, 現時点からのライフプラ

ンについて理解させる。

キャリアプラン実現

のプロセス

キャリアプランの実現のための

プロセスについて理解させる。

将来展望の明確化

まとめ
将来設計の重要性

将来展望と将来設計の重要性に

ついて理解させる。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書

の

種 類

内容 による分類 役務仕様書

性質 による分類 個別仕様書

品 名

又 は

件 名

キャ リアコンサルティングの部外

委託

仕 様 書 番 号

三 基 LPS一 X00232-1
承  認 令和 5年  3月 24日
作 成 令和 5年  3月 24日

改  正
令和 6年  4月 10日
令和 年  月  日

作成部

隊等名

北部航空方面隊司令部

援護業務課  ・

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は,三沢基地担当地区 (青森,岩手及び秋田県)に所在する主として

任期制の自衛官に対 し実施するキャリアコンサルティング部外委託事業について適

用する。
1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は,次 による。
a)キ ャリアコンサルタン ト

キャリアコンサルタン ト若 しくはキャリアコンサルティング技能± 2級以上のい

ずれかの国家資格を有する者をいう。
b)キ ャリアコンサルティング

対象隊員の職業生活設計 (キ ャリア形成)に 関する相談に応 じ,キ ャリアコンサ

ルタン トが対象隊員 と 1対 1で行 う相談をい う。
c)シ ステムカウンセ リング

組織が義務的に受けさせ るキャリアコンサルティングをい う。

1.3 引用文書

この仕様書において引用す る次の文書は, この仕様書の規定す る範囲内において ,

この仕様書の一部 をなす ものであ り,特に版 を指定す るものの他,入札書又は見積

書の提 出時における最新版 とす る。

a)法 令等

個人情報の保護 に関す る法律 (平成 15年法律第 57号 )

行政機関の保有す る個人情報の保護 に関す る法律 (平成 15年法律第 58号 )

自衛官の勤務時間及び休暇に関す る訓令 (防衛庁訓令第 65号 。昭和 37年 1

0月 23日 )

b)関 連文書

若年定年等隊員の就職 の援助 について (防人育 (事)第 7号。平成 27年 10
月 1日 )

2 委託事業の 目的

委託事業は,民間力の活用により,主 として各基地等の任期制士に対す るキャ リ

アコンサルティングを実施す ることにより,個々のキャリア形成 を助 け,悩みや不
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安 を軽減す るとともに,勤務意欲 の向上に寄与す ることを 目的 とす る。

委託事業に関す る要求

1 対象隊員

任期制士及び若年定年隊員 とす る。

2 要求事項

付表 1「 システムカ ウンセ リング対象隊員一覧」官側 か ら示 され る対象隊員 に対

,キ ャ リアコンサル タン トによるキャ リア コンサルテ ィングを電話 によ り実施す

3

し

る

3.2.1 実施期間

契約締結 日から令和 7年 2月 28日 までとする。
3.2.2 実施時間及び回数

1回 につき 1時間,約 100回 を基準とする。
3.2.3 キャリアコンサルタン トの要件

キャリアコンサルタン トの要件は,次のとお りとし、契約相手方は,システムカ

ウンセ リング実施 日7日 前までに別紙様式第 1「資格要件等確認書」 及び資格証明

書類の写 しを監督官へ提出するものとする。
a)キ ャリアコンサルタン ト若 しくはキャリアコンサルティング技能± 2級以上の

いずれかの国家資格を有すること。
b)航 空自衛隊の概要及び制度並びに次の知識を有 していること。
1)任用制度 としての任期制及び若年定年制

2)仕 事 と育児・介護の両立を支援するための制度

3)ラ イフイベン ト等に応 じた休暇・休業制度

4)航 空 自衛隊の就職援護及び就職の援助に資する施策

3.2.4 業務実施計画

a)官 側は,対象隊員が決定次第,付表 1の システムカウンセ リング実施予定 日時

以外の項 目を記入 し,契約相手方へ送付する。
b)契 約相手方は,官側から付表 1を受領後,システムカウンセ リングの実施予定

日時について速やかに調整するものとする。

c)官 側は,システムカウンセ リング実施予定 日の 10日 前までに実施 日を契約相

手方へ通知するものとする。

3.2.5 事業管理

契約相手方は,契約締結後遅滞なくこの役務の履行について官側 との連絡調整 を

行 うこと。
3.2.6 委託事業内容及び手法

官側の支援のもと,以下に示すキャリアコンサルティングを行 うものとする。

a)官 側の指定場所において,キ ャリアコンサルタン トが付表 1に示す対象隊員 と

のキャリアコンサルティングを電話連絡先への電話によりするものとする。電

話によるキャリアコンサルティングの通信料は,契約相手方の負担 とする。

b)キ ャリアコンサルタン トは,次の事項を基準にキャリアコンサルティングを実

施する。

1)対象隊員個々の人生におけるキャリア形成

2)再 就職までに準備する事項及び再就職先での心構え

3)悩 みや不安の軽減

4)対 象隊員が持つ強み,弱み及びスキルの自覚

5)そ の他,キ ャリアコンサルタン トが必要と認める事項

2



c):実施時間は 0830～ 1200及 び 1300～ 1700を 基準 とする。キャリ

アコンサルタン ト1人 につき 1日 5回 を上限とし,実施の都度 30分の間隔を

開けるものとする。
3.2.7 提出書類
a)契 約相手方は,キ ャリアコンサルティングを実施の都度,3.2.6b)1)か ら 5)

の項 目を基準にキャリアコンサルタン トが把握 した内容を対象隊員毎に日本産

業規格A4用紙により書面 (様式適宜)で作成 し,対象隊員への親展 として官

側へ送付するものとする。
b)契 約相手方は,システムカウンセ リング終了の都度,付表 2「 システムカウン

セ リング実施記録」を作成 し,書面又はデータ送付により監督官へ提出するも

のとする。

c)契約相手方は,全てのシステムカウンセ リングが終了した後,実施 したシステ

ムカ ウンセ リングを総括 した実施報告書 (様式適宜)を作成 し,書面又はデー

タ送付により令和 7年 3月 7日 までに監督官へ提出するものとする。
3.3 官側における支援

契約相手方は,委託事業の実施にあたり,監督官が必要と認めた資料の提供につ

いて無償で官側の支援を受けることができる。

4 守秘義務等
4.1 契約の履行に際し知 り得た部隊等の情報及び個人情報については,委託事業

の目的だけに使用するものとし,他の者に漏えいしてはならない。 これは,契約

を終了 した後も同様 とする。
4.2 個人情報の取扱いにあたっては,関係法令の定めに従 うものとする。

5 監督及び検査

契約担当官等の定める監督及び完成検査実施要領による。

6 その他の指示

6.1 疑義について

この仕様書に疑義が生 じた場合は,その都度速やかに官側 との協議の上,そ の指示に

従 うものとす る。

6.2 契約相手方は,委託事業を第 3者に委任 しないものとする。



付表 1-システムカウンセ リング対象隊員一覧
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付表 2-システムカウンセ リング実施記録

システムカウンセ リング実施記録

実施 日今和  年 月   日 ( )

実施者

相談者 2 ０
一 4 ″

０

実施時間

相談者所属基地等

及び部隊名

相談者氏名



別紙様式第 1-資格要件等確認書

資格要件等確認書

令和  年  月  日 現在

写 真

ふりがな

氏  名

所属先

連絡先

事務所等の電話番号 システムカウンセリングで

使用する電話番号

保有資格名称

備  考 (プロフィール,活動,著作等)

注 :記入された職務経歴書を受領後,個人情報として管理する。

※「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第 4条に基づく利用目的の明示等 提出していただ

いた職務経歴書及び資格証明書類の写しは,当該契約に関する以下に示す事項以外に使用することはあり

ません。

1 講師資格有無の判断

2 講師等に関する連絡及び調整

3 援護室等を通 じ対象隊員への本紙の提供及び電話によるシステムカウンセ リングの実施

´
０



入 本L書
貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、下記のとおり提出します。

令 和 6年 4月 25日

(住所 )

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

(会社名 )

殿

(代表者名)

r記載事項」

1.不要な字句は適宜抹消して使用すること。

2.品名点数が少ないときは余自の欄に斜線すること。

3.2葉以上使用するときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。

①

品 名 規 格 単位 予定数量 単 価 金  額

ライフプラン教育部外委託
仕様書のとおり
講義料等

教材費 仕様書のとおり

回 3

人 90

キャリアコンサルティングの部
外委託

仕様書のとおり 人 100

―以下余自―

合計

総 額 ¥

申 込 者 の 条 件

履行期間

履行場所

(そ の他)

契約締結日～令和7年3月 31日

航空自衛隊三沢基地及び各対象者

単価契約 (総額決定)

税込



委 任 状

令和6年4月 25日

契約担当官

航空自衛隊第 3航空団

会計隊長 守本 孝明 殿

私は、 を代理人と定め、下記の事項に関する

一切の権限を委任します。

委任者との関係 :

代理人使用印鑑

委任事項 :下記事項に対する、入札及び見積に関する一切の権限

1.件  名   ライフプラン教育部外委託外1件

2.履行期間   契約締結日～令和7年3月 31日

3.履行場所   航空自衛隊三沢基地及び各対象者

住

　

名

　

氏

所

委任者 称

名


